
第１章 業者情報管理（新規登録） 

初めて利用するための事前設定の案内  



業者情報登録の流れ 

作業所 部門安全環境部 安全環境本部 委託業者(収集・処分) 
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新規業者内容確認 新規業者依頼 

登録完了 

ＩＤ仮発行 

新規業者依頼 

確認 

ユーザー登録 

業者情報入力 

利用規約・利用申込書 



利用規約と利用申込 
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清水建設㈱建設副産物管理システムを利用される場合は、利用規約を 
承諾の上、利用申込書を支店安全環境部に提出してください。 
手続きに概最大１ケ月位かかります 
（電子マニフエストを利用しない場合は１週間以内）。 
【当システムは紙マニフエストでの業務も可能です。】 



新規委託業者へは招待メールが届きます 
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 新規の委託業者から清水建設㈱建設副産物新管理システムの利用
申込を受けた場合は、清水建設より下記の招待メールが届きます。 
システムにログインして必要な情報を入力してください。 



システムのログイン画面 
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「業者コード」「ユーザーID」「仮パスワード」を入力し、ログインする 
 ・パスワード：英数混合８文字以上２０文字以下 
 ・ログイン作業は5回間違えるとロックがかかる。 
 
ロックされた場合、業者管理者は清水建設の支店安全環境部担当者に連絡する。 
ＦＡＸ若しくは電子メールにて、「業者名、ユーザーID、氏名」などを明記し、ロック解除
を依頼することが望ましい。 



ユーザーの初期登録 

① 「修正」ボタンを押し、 
② 「氏名」「権限区分」「ログインパスワード」を入力、「登録」ボタンを押す。 
 

① 

② 

権限区分 管理者 携帯電話サイトにアクセス 

収運・処分、収集運搬、処分 ○ × 

ドライバー × ○ 



ユーザーの追加 

① ユーザー情報が登録された。 
② ログイン中のユーザー情報が表示される。 
③ さらにユーザーを追加する場合は「先頭行に追加」ボタンをおす。 
④ 新たに入力欄が表示されるので、必要項目を入力して「登録」する。 
 ※管理者はユーザーの追加、削除、他のユーザー情報の修正が可能。 
 ※一般ユーザーは、本人のユーザー情報のみ修正可能。 
 ※管理者権限のユーザーを、複数人登録することを推奨します。 

① 

③ 

④ 

② 



ドライバーの追加 
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携帯電話で電子マニフェストを作成する 
ドライバーをユーザー登録 

ログインパスワードは携帯
にログインする場合に必要 



自社情報を入力する 基本情報 
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① 「業者情報入力・参照」を選ぶ 
② 「業者基本情報」を入力 

 
※入力欄の色が変わっている項目は、必須入力です。（白色は任意入力） 
※郵便番号からの住所自動入力は、ＪＰ(日本郵便)の郵便番号検索システムによ
るため、検索されない場合や「次のビルを除く」等と表示される場合がある。 

① 

② 

○丁目までを入力（全角文字） 

番地以降を入力（全角文字） 

空欄のまま！ 
 

※清水建設使用欄 



収集運搬許可情報 
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① 収集運搬許可情報を選択 
② ｢追加｣ボタンを押し入力 

 

① 

② 

空欄のまま！ 
 

※清水建設使用欄 



収集運搬許可情報入力 
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① 許可番号、許可の日付、許可期限、期限切れの場合は更新申請の受付日を入力 
② 許可証と添付書類、更新申請中の場合は申請受理を示す書面をアップロード 
③ 積替保管場が有る場合は、チェックを付けると保管場情報入力欄が表示される 

許可証、許可証の添付書類を
データ化したものを、それぞれ

アップロード 積替保管場が 
有る場合 

JWNET加入
済みであれば、
3桁の事業場
番号を入力 

積替保管場が有る場合のみ
表示されます。 

① 

② 

③ 



積替保管施設状況の入力 
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ＪＷＮＥＴ事業場番号(3桁)を入力 
ＪＷＮＥＴ収集運搬業者メニューの 
積替・保管施設設定の画面(ＪＷＮＥＴマニュアルから) 



許可品目、取扱い可能品目の入力 
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④ 取扱い可能な品目を選択（許可品目と建設系混合廃棄物などの取扱品目） 
⑤ 入力できたらページ右上の「登録」ボタンを押して、登録する。 

④ 

⑤ 



収集運搬車両情報 
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① 登録された許可情報が「青文字」で表示されている 
② 収集運搬車両情報の「追加」ボタンを押す 

① 

② 



収集運搬車両情報入力 
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① 車両番号、車種、積載量、あれば備考を入力 
② この車両が登録されている許可番号にチェック 
③ 「登録」ボタンを押す 

② 

① 
③ 



ドライバー情報 
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携帯にて電子マニフェストを登録しないドライバー氏名を登録する。 
（携帯にて登録するドライバーは、ユーザー情報からの登録を行う） 
 

① 

② 



ドライバー情報入力 
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① 

② 
③ 

④ 



処分許可情報 
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① 処分許可情報を選択 
② ｢追加｣ボタンを押し入力 

① 

② 



処分業者許可情報入力 
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① 許可番号を入力する。再生事業者(産廃許可なし)は処理にかかわる名称を入力 
② 許可日、期限、期限切れの場合は更新申請の受付日、その他該当項目を入力 
③ 許可証と添付書類、更新申請中の場合は申請受理を示す書面をアップロード 

 
 

許可証、許可証の添付書類、
その他該当する項目の書類を
データ化したものを、それぞ

れアップロード 

① 

② 

③ 



処分許可及び取扱い品目 
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④ 

⑤ 

④ 取扱い可能な品目を選択（許可品目と建設系混合廃棄物などの取扱品目） 
⑤ 入力できたらページ右上の「登録」ボタンを押して、登録する。 



処分場情報 

21 

① 

② 



処分場情報入力 
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① 処分場の施設名、施設の種類などの情報を入力 
② 該当施設で可能な処分方法の入力 
③ 処分場が持つ許可番号（と、あればJWNET加入者番号）を入力 
④ リサイクル率情報入力欄（中間処理施設、再資源化施設の場合のみ表示） 
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① 

② 
③ 

④ 



委託契約書 裏面情報入力 
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⑤ 中間処理後の再委託先情報を入力 
  ※ここで入力された情報は、契約書作成時に反映される。 
⑥ 必要項目を入力後、画面右上の「登録」ボタンを押す。 

① 

② 



自社情報を清水建設に申請する 

25 

① 必要な情報が入力されると「申請」ボタンが現れる。 
② 「申請」ボタンを押して、登録した情報を清水建設に通知する。 

① 



業者登録の承認通知メール 

26 

清水建設での確認が完了すれば、業者登録承認通知のメールが登録業者に対して送ら
れます。 
これ以後、契約の締結手続が可能になります。 



清水建設ＨＰからのログイン 

27 

清水建設のＨＰ 
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ログイン後メニュートップ画面 
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会社名 

ユーザー名  

ここをクリックすると本メニュー画面に戻る 

清水建設からのお知らせ 

システムからの各種通知 

・再表示ボタンを押すと最新の状態に更新される。 
・通知はそれぞれ一定期間を経過するとなくなる。 



自社情報を更新した際の再申請 

※既存登録済み情報を変更、更新、もしくは追加した場合には再申請が必要 
※再申請が必要になると「再申請」ボタンが現れる。 
※再申請先支店を指定し、変更理由を入力して①、「再申請」ボタンを押す。 ② 
※再申請ボタンが表示されたままだと契約締結などの際に手続きが滞る場合があります。 

① ② 

① 



パスワードの見直し・更新 
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パソコン画面 携帯画面 
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